
○
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日
政
令
第
七
十
八
号
）

構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令

内
閣
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
、
第
四
条
第
九
項
及
び
第
十
項
、

第
十
七
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
並
び
に
別
表
第
十
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
農
地
法
施
行
令
の
特
例
）

第
一
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
に
関
す
る
農
地
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
四
十
五
号
）
第
一
条
の
四
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
農
業
協
同

組
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
農
業
協
同
組
合
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
十
六
条
第

三
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
」
と
す
る
。

（
関
税
法
施
行
令
の
特
例
）

第
二
条

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
を



い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
道
路
、
港
湾
、
空
港
そ
の
他
の
交
通
施
設
の
整
備
の
状
況
か
ら
み

て
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
民
間
事
業
者
の
能
力
を
一
層
活
用
し
て
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一

号
）
第
六
十
二
条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ

り
、
同
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
外
国
貨
物
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
輸
出
を
し
よ
う
と
す
る
貨
物
の
流

通
が
相
当
程
度
増
進
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
認
め
て
法
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定

（
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た

と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
第
五
十
一
条
の
十
一
第
二
号
中

「
）
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
）
若
し
く
は
」
と
、
「
）
に
そ
の
株
式
を
所
有
さ
れ
、
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
）
に
そ
の
株
式

を
所
有
さ
れ
、
若
し
く
は
」
と
、
「
又
は
一
の
地
方
公
共
団
体
等
の
出
資
若
し
く
は
拠
出
の
金
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
若
し

く
は
一
の
地
方
公
共
団
体
等
の
出
資
若
し
く
は
拠
出
の
金
額
（
」
と
、
「
そ
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
」
と
あ
る
の
は
「

そ
の
発
行
済
株
式
の
総
数
若
し
く
は
」
と
、
「
以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
以
上
で
あ
る
も
の
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
等
関
連
法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
、
又
は
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
公
共
団
体

等
関
連
法
人
以
外
の
法
人
で
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る



構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
の
同
法
第
四
条
第
二

項
第
四
号
に
掲
げ
る
実
施
主
体
（
法
第
六
十
二
条
の
八
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
一
団
の
土
地
等
の
所
在
す
る
地

域
を
管
轄
す
る
地
方
公
共
団
体
が
同
法
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
（
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の

も
の
）
に
定
め
ら
れ
た
実
施
主
体
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
す
る
。

（
関
税
法
の
特
例
に
係
る
政
令
で
定
め
る
場
合
等
）

第
三
条

法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

構
造
改
革
特
別
区
域
を
管
轄
区
域
と
す
る
税
関
官
署
に
お
け
る
関
税
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
臨
時
開
庁
承
認
」
と
い
う
。
）
の
回
数
（
当
該
税
関
官
署
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
税
関
官
署

に
お
け
る
臨
時
開
庁
承
認
の
回
数
を
合
計
し
た
回
数
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
に
係
る

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
に
係
る
申
請
を
含
む
。
次
号
に

お
い
て
「
申
請
」
と
い
う
。
）
の
日
の
属
す
る
年
又
は
そ
の
年
の
前
年
ま
で
の
過
去
三
年
間
に
お
け
る
各
年
の
い
ず
れ
か

の
年
に
お
い
て
三
百
六
十
五
回
以
上
あ
る
場
合



二

構
造
改
革
特
別
区
域
を
管
轄
区
域
と
す
る
税
関
官
署
に
お
け
る
臨
時
開
庁
承
認
の
回
数
が
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域

に
係
る
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
内
容
（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
構
造
改

革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
の
内
容
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
申
請
の
日
の
属
す
る
年
又
は
そ
の
年
の
翌

年
以
後
五
年
間
に
お
け
る
各
年
の
い
ず
れ
か
の
年
に
お
い
て
三
百
六
十
五
回
以
上
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合

２

税
関
長
は
、
法
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
に
係
る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
所
在
す
る
関
税
法

第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
保
税
地
域
（
同
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
が
指
定
し
た
場
所
を
含
む
。

）
に
置
か
れ
て
い
る
貨
物
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
貨
物
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
係
る
臨
時
開
庁
承
認
を
受
け
る
者
が
同
法

第
百
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
税
関
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十

四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
特
例
）

第
四
条

地
方
公
共
団
体
が
、
区
域
内
造
成
地
（
土
地
開
発
公
社
が
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年

法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
造
成
し
た
土
地
で
あ
っ
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
定
す

る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
業
務
施
設
（



工
場
、
事
務
所
そ
の
他
の
業
務
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
福
祉
増
進
施
設
（
教
育
施
設
、
医
療
施

設
そ
の
他
の
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
直
接
寄
与
す
る
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
立
地
促
進
施
設

（
業
務
施
設
又
は
福
祉
増
進
施
設
の
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
内
へ
の
立
地
の
促
進
に
資
す
る
施
設
を
い
う
。
）
の
用
に
供

す
る
た
め
に
賃
貸
す
る
こ
と
が
都
市
の
健
全
な
発
展
と
秩
序
あ
る
整
備
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め
て
法
第
四
条
第
八
項
の
規

定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
区
域
内
造
成

地
を
所
有
す
る
土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
百
八

十
四
号
）
第
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
造
成
事
業
」
と
あ
る
の
は
、
「
造
成
事
業
並
び
に
区
域

内
造
成
地
（
土
地
開
発
公
社
が
同
号
の
規
定
に
よ
り
造
成
し
た
土
地
で
あ
つ
て
、
構
造
改
革
特
別
区
域
（
構
造
改
革
特
別
区

域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
内
に
所
在
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
借
地
借
家
法
（
平
成
三
年
法
律

第
九
十
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
借
地
権
（
地
上
権
を
除
き
、
同
法
第
二
十
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に

限
る
。
）
を
設
定
し
、
当
該
区
域
内
造
成
地
を
業
務
施
設
（
工
場
、
事
務
所
そ
の
他
の
業
務
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
福
祉
増
進
施
設
（
教
育
施
設
、
医
療
施
設
そ
の
他
の
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
直
接
寄
与
す
る
施
設
を
い



う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
立
地
促
進
施
設
（
業
務
施
設
又
は
福
祉
増
進
施
設
の
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域

内
へ
の
立
地
の
促
進
に
資
す
る
施
設
を
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
た
め
に
賃
貸
す
る
事
業
」
と
す
る
。

２

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
取
消
し
前
に
同
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
賃
貸
の
事

業
に
係
る
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
土
地
開
発
公
社
は
、
当
該
賃
貸
借
契
約
の
効
力
の
存
す
る
間
は
、
引
き
続
き
、
当
該
賃

貸
借
契
約
に
係
る
区
域
内
造
成
地
を
賃
貸
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
気
通
信
事
業
法
の
特
例
に
係
る
政
令
で
定
め
る
法
令
）

第
五
条

法
第
二
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
法
令
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
と
す

る
。

（
研
究
交
流
促
進
法
施
行
令
の
特
例
）

第
六
条

法
別
表
第
十
二
号
の
国
有
施
設
等
の
廉
価
使
用
の
拡
大
に
よ
る
研
究
交
流
促
進
事
業
に
関
す
る
研
究
交
流
促
進
法
施

行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
九
条
第
一
項
中
「
密
接
に
関
連
し
、
か
つ
、
当
該
研
究
の
効
率
的
推
進
に
特
に
有
益



で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
関
連
す
る
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
二
項
中
「
法
第
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
改
革

特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
一
条
第

一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は

「
認
定
に
係
る
事
務
を
そ
の
所
管
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
機
関
の
長
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
機
関
の
長
が
当
該
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
各
省
各
庁
の
長
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、

同
令
第
十
条
第
一
項
中
「
共
同
し
て
行
う
研
究
」
と
あ
る
の
は
「
共
同
し
て
行
う
研
究
、
国
が
現
に
行
つ
て
い
る
研
究
と
密

接
に
関
連
し
、
か
つ
、
当
該
研
究
の
効
率
的
推
進
に
特
に
有
益
で
あ
る
研
究
又
は
国
が
行
つ
た
研
究
の
成
果
を
活
用
す
る
研

究
」
と
、
同
項
か
ら
同
条
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
一
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
に
係
る
事
務
を
そ
の
所
管
に
係
る
第
二
項
に
規
定
す

る
機
関
の
長
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
機
関
の
長
が
当
該
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

各
省
各
庁
の
長
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

（
事
業
）



第
七
条

法
別
表
第
十
六
号
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
別
表
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
七
条
関
係
）

番

号

事

業

の

名

称

関

係

条

項

一

民
間
事
業
者
に
よ
る
総
合
保
税
地
域
に
お
け
る
一
団
の
土
地
等
の
所
有
又
は
管
理
事
業

第
二
条

二

土
地
開
発
公
社
が
所
有
す
る
区
域
内
造
成
地
の
賃
貸
事
業

第
四
条


